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４ 浄化槽事業  

（１）浄化槽のようす 

①概要 

浄化槽には、し尿のみを処理する

「単独処理浄化槽」と、し尿と生活雑排

水を一緒に処理する「合併処理浄化槽」

の２種類があります。 

前者の「単独処理浄化槽」を使用し

ている建物から出る生活雑排水は、河

川の水質汚濁を進行させ、生活環境を

悪化させます。そこで本市は、平成１０

年４月１日から「岐阜県浄化槽の設置

等に関する指導要綱」により、新たに設

置する浄化槽は「合併処理浄化槽」と

するよう指導してきました。また、平成１

２年６月に、浄化槽法が改正（平成１３

年４月施行）されてからは、新たに設置

される浄化槽は、「合併処理浄化槽」の

みとなりました。これ以降、「浄化槽」と

は「合併処理浄化槽」のみを示すことに

なり、「単独処理浄化槽」は「みなし浄

化槽」と表現されるようになりました。（本

文章中では、表現の都合上、「単独処

理浄化槽」や「合併処理浄化槽」等の

従前の表記をしています。） 

☆平成３０年度末の設置基数は、「単

独処理浄化槽」が１６，２５７基、「合併

処理浄化槽」が４，８２６基の計２１，０８

３基です。 

 

②設置状況 

長年、浄化槽の設置基数は増加の

一途でしたが、下水道地区の拡大によ

り下水道への切替が進み、設置基数は、

平成７年度をピークに減少傾向にありま

す。 

設置基数と合併処理浄化槽の推移  

年度  設置基数  合併処理浄化槽  

昭和５０年度  7,792 35 

昭和５６年度  20,312 156 

昭和６０年度  25,537 243 

平成  ２年度  29,060 401 

平成  ７年度※ 29,693 515 

平成２５年度  

 

22,300 

 

4,493 

平成２６年度  

 

22,133 4,594 

平成２７年度  

 

21,766 4,658 

平成２８年度  

 

21,513 4,724 

平成２９年度  21,279 4,787 

平成３０年度  21,083

 4

,787 

4,826 

※浄化槽設置基数ピーク

 

年度別設置基数 

年度     人槽 ５～１０ ～２０ ～５０ ～１００ ～５００ ５０１～ 合計 

平成２６年度 19,007 1,045 1,562 305 197 17 22,133 

平成２７年度 18,736 1,018 1,512 294 189 17 21,766 

平成２８年度 18,547 993 1,480 289 189 15 21,513 

平成２９年度 18,375 973 1,445 285 187 14 21,279 

平成３０年度 18,241 954 1,414 280 181 13 21,083 

処理方式別設置基数（平成３０年度末） 

処理方式人槽 ５～１０ ～２０ ～５０ ～１００ ～５００ ５０１～ 合計 

新構造 

Ｓ５５～ 

単独 8,929 469 803 1 0 0 10,202 

 合併 4,183 103 216 147 138 9 4,796 

旧構造 

～Ｓ５５ 

単独 5,126 382 395 132 20 0 6,055 

合併 3 

0 

0 0 0 23 4 30 

 計 18,241 

 

954 1,414 280 181 13 21,083 
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建築用途別設置基数（平成３０年度末） 

建築用途人槽 ５～１０ ～２０ ～５０ ～１００ ～５００ ５０１～ 合計 

集会場 37 

 

 

30 46 8 8 1 130 

住宅 17,316 

 

536 694 137 53 5 18,741 

宿泊施設 0 0 2 2 12 2 18 

医療施設 4 6 60 18 10 5 103 

店舗 209 165 349 66 47 0 836 

娯楽施設 4 3 14 7 15 0 43 

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・車庫 7 22 14 0 0 0 43 

学校施設 8 4 13 11 22 0 58 

事務所・作業所 648 183 209 27 11 0 1,078 

その他 8 5 13 4 3 0 33 

合計 18,241 954 1,414 280 181 13 21,083 

 

③検査実施状況  

１．法定検査  

浄化槽法第７条により、使用開始し

た浄化槽については、３か月を経過した

日から５か月の間に水質検査、機能検

査等が義務づけられています。  

また、それ以後は、浄化槽法第１１条

により毎年１回の水質検査、機能検査

が義務づけられています。実施基数及

び結果は、別表のとおりです。  

 

２．立入検査  

２０１人槽以上の浄化槽について、浄

化槽法第５３条第２項に基づき、立入

検査を実施しています。 

実施基数及び結果は、別表のとおり

です。 

 

 

 

法定検査結果（平成３０年度） 

検査基数 前年度 
対象基数 

実施率(%) 
判定 

検査種別 基数 適正(%) 不適(%) 

７条検査 85 － － 65 （76.5） 20 （23.5） 

１１条検査 16,979 19,573 86.7 15,619 （92.0） 1,360 （8.0） 

※７条検査については、対象基数の把握が困難であるため、実施率の算定は行わない。 
 

立入検査結果（平成３０年度） 

対象基数 立入件数 水質汚濁防止法排水基準違反件数 

201 人槽～500 人槽まで 69 17 0 

501 人槽以上 14 14 2 

計 83 31 2 
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（２）関係業者  

①浄化槽保守点検業者  

浄化槽管理者には、その機能が正し

く働き、放流水が基準以内で流されるよ

う、保守点検を行うことが義務づけられ

ています。 

浄化槽の保守点検は本市に登録し

てある浄化槽保守点検業者で専門的

知識と技能を持つ浄化槽管理士が行

います。 

☆登録業者は、平成３０年度末現在で

４５社です。 

 

②浄化槽清掃業者  

浄化槽は、使用していると汚泥やスカ

ムがたまり浄化する機能が低下します。

浄化機能を維持するために清掃が必要

となります。 

浄化槽法第１０条では、年に１回（全

ばっ気方式は半年に１回以上）の清掃

の実施を義務づけています。 

☆岐阜市内の許可清掃業者は平成３０

年度末現在で４社です。 

 

③浄化槽工事業者  

浄化槽の施工は、専門的な知識と技

能が必要で、県知事に登録してある浄

化槽工事業者である浄化槽設備士が

行います。 

 

（３）指導状況  

①立入調査及び指導  

悪臭などの苦情の原因となる浄化槽

について立入指導を行なっています。  

☆平成３０年度は１０件の苦情を受け付

けました。 

また、法定検査で不適であった浄化

槽に対する指導や下水道への切替、新

規の入れ替え等による廃止浄化槽の調  

査を実施しています。 

（平成３０年度） 

立入調査項目  立入調査件数 

新設浄化槽等の現場確認  90 件  

法定検査不適施設指導 (※) 223 件  

廃止浄化槽調査  286 件  

計  599 件  

※浄化槽法第７条検査不適施設を含む。  

 

②関係業者指導  

本市では浄化槽関係業者の技術及

び資質向上を図るため、業界講習会・

研修会で関係法規並びに最近の情勢

などについて指導を行っています。  

（平成３０年度） 

業者名  研修会等  出席者数  

保守点検業者  1 回  34 人  

工事業者  1 回  20 人  

清掃業者  0 回  0 人  

計  2 回  54 人  

 

（４）啓発の状況  

 合併処理浄化槽の普及、促進及び

浄化槽の維持管理について、「広報ぎ

ふ」に掲載しました。また、本市ホームペ

ージに『浄化槽の管理について』を掲載

し、適正な維持管理の啓発を行ってい

ます。 

新たに浄化槽が設置された場合は、

浄化槽の確認と管理者への維持管理

啓発のため、設置場所への立入調査を

行っています。  

☆平成３０年度に新たに設置された浄

化槽は、９０基です。  

なお、立 入調査 の際 、啓発用冊子

「合併処理浄化槽と上手につきあう方

法」等を配布し、適正な維持管理につ

いて説明をしています。  
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（５）浄化槽設置整備事業  

生活排水による河川の水質汚濁の

進行を防止し、生活環境の保全を図る

ため、下水道事業計画区域以外の地

域及び下水道事業計画区域であって

も整備が７年以上見込まれない地域の

住宅に合併処理浄化槽を設置する場

合に補助金を交付しています。  

平成２２年度からは窒素または燐の

除去能力を有する高度処理型浄化槽

に対しての補助金額が新設されました。  

☆平成３０年度は、新たに設置された浄

化槽の６０．０％にあたる５４基に補助を

実施しました。 

また、合併処理浄化槽に入れ替える

場合の配管工事費用に対する１０万円

の上乗せ補助を１６基に、単独処理浄

化槽を撤去して合併処理浄化槽を設

置する場合に９万円の上乗せ補助を１２

基に対して実施しました。  

 

浄化槽補助金額（平成３０年度） 

 

 

 

 

 

浄化槽設置整備事業実績  

 

補助金交付状況（平成３０年度） 

 

 

 

5 人槽  

(通常型 ) 
332,000 円  

6～7 人槽  

(通常型 ) 
414,000 円  

8～50 人槽  

(通常型 ) 
548,000 円  

5 人槽  

(高度処理型 ) 
444,000 円  

6～7 人槽  

(高度処理型 ) 
486,000 円  

8～50 人槽  

(高度処理型 ) 
576,000 円  

年度  基数  補助金交付額  

平成  8 年  29 23,174,000 円  

平成  9 年  32 25,853,000 円  

平成 10 年  50 23,619,000 円  

平成 11 年  145 64,572,000 円  

平成 12 年  183 77,214,000 円  

平成 13 年  198 80,979,000 円  

平成 14 年  141 57,024,000 円  

平成 15 年  129 52,929,000 円  

平成 16 年  140 56,892,000 円  

平成 17 年  126 50,991,000 円  

平成 18 年  145 58,287,000 円  

平成 19 年  139 55,256,000 円  

平成 20 年  104 40,938,000 円  

平成 21 年  97 38,240,000 円  

平成 22 年  100 47,820,000 円  

平成 23 年  99 47,340,000 円  

平成 24 年  113 52,542,000 円  

平成 25 年  104 50,124,000 円  

平成 26 年  83 39,564,000 円  

平成 27 年  83 39,648,000 円  

平成 28 年  79 37,020,000 円  

平成 29 年  70 32,946,000 円  

平成 30 年  54 25,500,000 円  

人槽  基数  補助金交付額  

5 人槽  22 9,768,000 円   

6～7 人槽  30 14,580,000 円   

8～50 人槽  2 1,152,000 円   

合計  54 25,500,000 円   


